
別紙第１ 

 

特殊勤務手当について※1 

 

 

除染特別地域内で作業に従事する作業員※2は、その業務環境の特殊性に鑑み、本労務単

価等に加えて、特殊勤務手当として以下の額（１日の作業時間が４時間に満たない場合は、

手当に 60/100を乗じた額）を加えるものとする。 

人事院規則東日本大震災に対処するための人事院規則 9-30（特殊勤務手当)の特例）に定め

る手当額 

 

・ 帰還困難区域：１日あたり 6,600円 

 

なお、業務期間中に業務対象区域の避難指示が解除された場合、解除済みの区域におけ

る業務に関しては、原則として、特殊勤務手当の支給対象外であることを申し添える。 

 

※１ 手当額は、昨年の通知（「除染特別地域内における除染等工事に係る設計労務単価等

の改定について」(令和４年２月 28日付け環循事発第 2202284号）から変更していな

い。 

 

※２ 特殊勤務手当の対象となる除染特別地域内で作業に従事する作業員とは、除染等業 

務従事者(作業指揮者、特殊除染作業員、普通除染作業員、運転手（除染特殊）、運転 

手（除染一般）、樹木除染工、防水工(除染）、とび工(除染）等、除染等業務に従事す 

ることとなる者、及び除染特別地域内においてその他調査業務等に従事する者（外業 

に限る）とする。 



別紙第２ 

 

除染特別地域内における除染等工事に係る設計労務単価について 

 

 

１．除染等工事設計労務単価の構成内容 

  除染等工事設計労務単価は、以下のものにより構成されている。 

（１）所定労働時間内８時間当たりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の

作業条件及び作業内容の労働に対する手当） 

（２）所定内労働日数１日当たりの臨時の給与及び実物給与 

 

２．令和５年３月から適用する除染等工事設計労務単価 

単位：円 

01作業指揮者 ２７，３００ 

02特殊除染作業員 ２６，７００ 

03普通除染作業員 ２０，９００ 

04運転手（除染特殊） ２５，９００ 

05運転手（除染一般） ２２，６００ 

06樹木除染工 ２２，７００ 

07防水工（除染） ２９，１００ 

08とび工（除染） ２９，４００ 

09交通誘導員Ａ（除染） １７，５００ 

10交通誘導員Ｂ（除染） １４，５００ 

注）所定労働時間内８時間あたりの金額 

 

３．各職種の定義・作業内容 

 

職種 定義・作業内容 

01作業指揮者 除染等工事、土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有

し、除染等工事においてもっぱら指導的な業務を行うもの 



02特殊除染作業員 ① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として除染等工事において

次に掲げる作業について主体的業務を行うもの 

a. 軽機械（道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61

条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転およ

び操作に比較的熟練を要しないもの）を運転または操作して行う次の作業 

イ．機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ（クローラ型）・バックホウ（ク

ローラ型）・トラクタショベル（クローラ型）・レーキドーザ・タイヤド

ーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 

ロ．吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を

運転または操作して行う資材等の運搬 

ハ．機械重量3t未満の振動ローラ（自走式）、ランマ、タンパ等を運転または

操作して行う土砂等の締固め 

ニ．可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの

練上げおよび打設 

ホ．ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとり

こわし 

へ．動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 

ト．ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 

チ．コンクリートカッターの運転または操作 

b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ 

c. コンクリートポンプ車の筒先作業 

② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、除染等工事における

各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの 

03普通除染作業員 ① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として除染等工事において次に掲げる

作業を行うもの 

a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 

b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 

c. 人力による小規模な作業（たとえば、堆積物の除去など） 

d. 人力による除草 

② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、除染等工事における各種作業に

ついて必要とされる補助的業務を行うもの 

04 運転手（除染特

殊） 

重機械（主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法

第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転およ

び操作に熟練を要するもの）の運転および操作について相当程度の技能を有し、主

として除染等工事において重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業につ

いて主体的業務を行うもの 



a. 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・ク

ラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レ

ーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレ

ーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 

b. 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラック

クレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または

操作して行う資材等の運搬 

c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ（自走式）、ス

タビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきなら

しまたは締固め 

d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作

して行う路面等の舗装 

e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き 

f. 路面清掃車（3輪式）、除雪車等の運転または操作 

g. コンクリートポンプ車の運転または操作（筒先作業は除く） 

05 運転手（除染一

般） 

道路交通法第84条に規定する運転免許（大型免許、中型免許、普通免許等）を有し、

主として除染等工事において機械を運転または操作して行う次に掲げる作業につ

いて主体的業務を行うもの 

a . 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 

b . もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 

c . 機械重量3t未満のトラクタ（ホイール型）・トラクタショベル（ホイール型）・

バックホウ（ホイール型）等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込

みまたは運搬 

d . 吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転ま

たは操作して行う資材等の運搬 

e . アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 

f . 路面清掃車（4輪式）の運転または操作 

06樹木除染工 造園工事について相当程度の技能を有し、主として除染等工事において庭木等の剪

定、芝張り、粗皮の剥ぎ取り、樹皮の高圧洗浄等について主体的業務を行うもの 

07防水工（除染） 防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、

塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の除染等工事

における防水作業について主体的業務を行うもの 

08とび工（除染） 高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、

主として除染等工事における足場の設置を行うもの 

09 交通誘導員Ａ

（除染） 

警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。以下同じ。）で、

除染等工事において交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4



号に規定する交通誘導警備業務をいう。以下同じ。）に従事する交通誘導警備業務

に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 

10 交通誘導員Ｂ

（除染） 

警備業者の警備員で、除染等工事において交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事す

るもの 

 


